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はじめに 

 『関係性の憲法理論―現代市民社会と結社の自由』（丸善プラネット、2015年） 

 要旨：http://researchmap.jp/junta/関係性の憲法理論/ 

 

１、難解なパズル―「結社の自由」の理論をめぐって 

（１）学説の状況 

 ・ 結社の自由の保障そのものは古い歴史を持つのであるが、その法理論研究は発展途

上にある。アメリカ合衆国においても、連邦憲法に明文規定はなく、その理論的発展

は主に 20世紀後半の判例の展開に依拠している。（⇒拙著 31-40頁） 

 ・ 芦部『憲法』（岩波書店）→表現の自由 39頁、結社の自由 3頁 

 ・ 佐藤幸『日本国憲法論』（成文堂）→表現の自由 37頁、結社の自由 6頁 

 ・ 4人本（有斐閣）→表現の自由 53頁のうち結社の自由 4頁 

（２）結社の自由の手段的位置づけ 

 ・ 第一に、結社の自由が他の人権の手段的人権として位置付けられ、その本質的な価

値に対して目を向けられることがあまりなかった。 

  → 従前の憲法理論は、私法的な法人格≒結社の思考形態に依存し、憲法独自の「結

社の自由」理論の追究を十分に行ってこなかった。 

判 例 強制加入 決議内容 原告勝訴 

八幡製鉄事件（最大判昭和 45 年 6

月 24日民集 24・6・625） 

× 政治献金 × 

南九州税理士会事件（最判平成 8 年

3月 19日民集 50・3・615） 

○ 政治献金 

（特別会費） 

○ 

群馬県司法書士会事件（最判平成 14

年 4月 25日判時 1785・31） 

○ 震災寄附 × 

日弁連総会決議事件（最判平成 10

年 3月 13日自正 49・5・213） 

○ 法案反対 × 

近畿税理士会事件（最判平成 5 年 5

月 27日集民 169・57） 

○ 政治献金 

（一般会費） 

× 
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  → 日弁連事件は、強制加入団体性から少数者構成員の思想・信条に反する行為を絶

対的に許さないといった紋切り型の判断ではなく、強制加入性はあくまでも一要素と

してとらえているように理解しうる。近畿税理士会事件は、両当事者の主張が認容さ

れておらず、法人（政治活動の自由）対個人（思想・良心の自由）の構図だけでこの

判例を説明するのは難しい。 

（３）代替理論の存在 

 ・ 第二に、本来、結社の自由として論じるべき事柄が、他の憲法理論において説明さ

れてきたことが挙げられる。 

  → その一つが「法人の人権論」である。上述の判例を整合的に理解するためには、

私法上の「法人の目的」を論じる文脈で理解する必要がある。そこにおいて、憲法レ

ベルの法益判断を加味するために、結社の目的や性質、その構成員の権利、権利制約

の程度など個別的な事情を考慮する必要がある。（⇒拙著 20-29頁） 

  → もう一つが、「家族形成に関する事項」である。13条の幸福追求権（ないし自己決

定権）として扱われるが、ここでは私事性（privacy）と親密性（intimacy）の区別

が混同している。個人に還元しようとする思考のバイアスにより、親密性に含まれる

他者との価値観の共有の意義が見落とされる。 

  → 1984 年の Roberts v. United States Jaycees 判決で示された intimate ないし

personal の語が、類似の事件である 1987 年の Board of Directors of Rotary 

International v. Rotary Club of Duarte判決で、privateの語へと差し替えられたの

は、1986年の Bowers v. Hardwick判決後のパウエル判事の改説によるとの指摘があ

るが、この差替えは私事性と親密性の混同によるものである（⇒拙著 48-51頁）。 

  → 人と人との交際の間に生まれる価値を保障するのが結社の自由の本質的利益であ

り、家族関係を含めて広く交際の自由として扱うべきである。その際の判断は、結社

の目的など個別的な事情を考慮する枠組みであり、「法人の人権論」「家族形成に関す

る事項」の両領域に共通した手法となる。（⇒拙著 45-51頁） 

（４）結社の自由の消極性の意義 

 ・ 第三に、結社の自由に含まれる重要な要素（消極的結社の自由）に目が行きがちに

なり、本質的価値を見出しがたくしていることがある。 

  → 個人主義（憲法 13条）を基調とする近代憲法の「近代」を成り立たせるために不

可欠であったのが「中間団体否認の法理」である。これは、「個人」を生み出すため

に、旧来の関係性をすべて断ち切るところから近代立憲主義が始まったとする法理で

あり、消極的結社の自由（結社に加わらない自由、結社を創設しない自由）が、近代

市民革命期の課題であるとされた（樋口陽一「『人権総論』への一つの試み」法学教

室 123号（1990年）18頁）。 

  → 自由意思により選択した関係性が重視され、任意性のない集まり（血縁、地縁団

体）は、「結社」から除外される。しかしながら、そのような視点は、「現在性」と「単
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発性」を基本原理とした古典的契約観に依拠したものであり、継続的関係性に着目し

た「関係的契約理論」（内田貴『契約の時代―日本社会と契約法』（岩波書店、2000

年））のような観点を見落としがちである。（⇒拙著 92-95頁） 

賃貸借契約における信頼関係の法理 最判昭和 41年 4月 21日民集 20巻 4号 720頁 

解雇権濫用の法理による雇止め無効 最判昭和 49年 7月 22日民集 28巻 5号 927頁 

信義則による国賠認容 最判昭和 56年 1月 27日民集 35巻 1号 35頁 

 ・ 結社の自由の意義を、消極的結社の自由に局限してしまうのは、継続的な関係性が

与える法的視座を閉ざすものであって妥当ではない。しかしながら、関係性の構築は、

自由意思だけではどうにもならないこともあり、また、そこに何らかの価値があるか

どうかもはっきりしない。 

 

２、社会関係資本論による打開的視点 

（１）外的視点の必要性 

 ・ ①関係性から生じる法的利益の把握困難性（自己決定によるものを除く。）、②私法

上の法人格に依拠した結社観、③任意性のドグマ、という中で憲法学が構築した結社

の自由の理論は、非常に巧妙な「ガラスの壁」を作り上げて、結社の憲法的意義を極

小化し、その封印された本質に近づくことを許さない。 

（２）社会関係資本論 

 ・ 社会関係資本とは、「信頼・互酬性・ネットワークを要素とする社会組織の諸特性」

を言い、経済的資本や人的資本と並ぶ第三の「資本」として位置づけられる。 

 ・ R. D. Putnam, Making Democracy Work (Princeton Univ. Press 1993） 

 ・ R. D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community 

(Touchstone Books 2001）。パットナムの主張は、結社が支えるアメリカ社会の衰退

を数値的に可視化したものであり、大きな衝撃をアメリカ社会に与えた。（⇒拙著

99-100、188-191頁）。 

 ・ パットナムは、社会関係資本の減少という「この問題に名前を付けることが、それ

に立ち向かう重要な第一歩である」と、社会関係資本論の意義を述べている。 

  → ①の把握困難性を克服することを可能にする。 

（３）架橋型と結束型 

 ・ 社会関係資本にも「架橋型」と「拘束型」の二種類があり、前者は多様な価値観を

受容し外部に対して開放的なもの、後者は内輪の価値観に固執した不寛容・排他的な

ものがそれにあたる。 

 ・ 多様な価値観が共存する社会において架橋型社会関係資本が豊かであることは前提

条件となる。そこで、国家の役割として、架橋型の社会関係資本を豊かにするための

施策が求められる。（「関係性の再分配」⇒拙著 113-115頁） 

 ・ 結束型の社会関係資本に該当する家族類似の小規模な関係性やメッセージ性の強い
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価値観で結ばれた関係性については、健全な民主主義の前提となる多様な価値観を保

護するために、また、自己実現の観点からも、公権力による介入が憲法上禁止される

ことになろう。（⇒拙著 112頁） 

 

３、個人勘定主義と法人格概念 

（１）資本基底的思考の有用性 

・ パットナムの議論は、結社をめぐる政治哲学と実証的政治科学との乖離状況を是正

し、両者を架橋するための政治理論となりうるインパクトを秘めている。アトム化さ

れた個人像に他者との関係性を取り入れることで、人権論の基礎となる個人像を再構

築することにつながる。 

・ 経済的資本、人的資本、社会関係資本という「資本」のバランスを取ることが肝要で

ある。熱心に物事に打ち込むこと自体は必ずしも悪くはないが、問題は、偏った価値

観に乗って原理主義的に突き進む「主義（ism）」である。（⇒拙著 139-143頁）。 

・ 問題は、社会関係資本の把握困難性から、従来、それを損ねることへの意識が希薄で、

自覚的ではなかったということにある。 

（２）個人勘定主義を超えて 

・ そこでの個人主義理解は、「個人勘定主義」（方法論的個人主義）であり、各自の独立

した人格（権利主体性）のもと、任意の意思決定により行動を選択する個人像を描き

出す。法人格概念は個人勘定主義と表裏の関係にある。 

・ 特に、個人の尊厳（個人主義）を究極の価値原理にする憲法にあっては、固有の法理

論が構築されてしかるべきである。そこに、個々人の関係性によって結びつく個人像

を読み込むことは、個人主義の新たな理解を可能にする。 

（３）潜在能力と個人像 

・ 憲法 13 条がいう「個人」は、各種の価値の総体である「人格」を有し、人格的自律

の存在として最大限尊重される。その人格が道具化されることなく、個人が有する価

値及びそれに基づいて選択された行動を等しく最大限尊重すべきことが個人の尊厳

（個人主義）原理の内実である。 

・ その時々の選択の尊重のみならず、その選択可能性をも確保することもまた憲法の原

理的要請と見ることができよう。この点は、ハーバード大学教授のアマルティア・セ

ン（Amartya Sen）がいう「潜在能力」と対応する。 

・ 憲法学がしばしば個人像を想定して「強い個人」と「弱い個人」を示すのであるが、

その違いは「本人が実際に選択した状態」及び「その評価から離れて存在する機会集

合」（潜在能力）にあるといえる。 

・ その機会の具体化は各人に帰属する経済的・人的・社会関係の各資本の量に左右され

る。本人に投影される光を各資本とすれば、そこから生じる陰影が「個人像」の違い

となる。 
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・ 憲法の原理論の次元において、個人勘定主義は修正されなければならないのである。

そこで、私法上の法人格の枠組みに「結社」をはめ込もうとする視点を修正する必要

がある。 

 

４、個人勘定主義の弊害―コミュニティ条項を題材として 

・ 国土交通省が作成するマンション標準管理規約改正における「コミュニティ条項」削

除をめぐる近時の議論 

・ 平成 16 年改正の際、標準管理規約にはマンション管理組合の業務として「コミュニ

ティ条項」と呼ばれる「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」

（32条 15号）が盛り込まれ、管理費からの支出根拠も規定された（27条 10号）。（稻

本洋之助・鎌野邦樹『コンメンタール マンション標準管理規約』（日本評論社、2012

年）91-92頁）。 

・ 平成 24 年から国土交通省で開催された「マンション管理の新たな管理ルールに関す

る検討会」（以下、検討会という。）では、コミュニティ条項の問題点を検討すること

となった（会議録 35頁）。コミュニティ条項の新設以来、マンション管理組合の管理

費に町内会費を上乗せするといった管理組合と町内会との一体化による法的紛争が

相次いだため、同条項の見直しが必要との認識に至った（裁判例として、福岡高判平

成 26年 2月 18日判時 2221号 42頁（地位不存在確認等請求控訴事件）、東京高判平

成 24年 5月 24日（判例集未登載）（理事会決議無効確認請求控訴事件）、東京高判平

成 21 年 3 月 10 日（判例集未登載）（自治会費返還請求控訴事件）、横浜地判平成 19

年 1月 30日（判例集未登載）（自治会費返還請求事件）などがある。）。 

・ 福井秀夫座長「判例もはっきり出ている以上」（会議録 37-38頁）→ここでの「判例」

とは、最判平成 17 年 4 月 26 日判時 1897 号 10 頁であり、自治会への退会申入れに

より、その後の自治会費の支払義務を負わないとするもの。また、東京簡判平成 19

年 8月 7日（判例集未登載）では、管理費に町内会費を上乗せする総会決議が無効で

あることを示しているが、これもここでの「判例」として扱われている。 

→ コミュニティ形成による管理組合業務の円滑化の意義は、東京高判平成 19年 9月 20

日（判例集未登載）が認めるほか、総務省「今後の都市部におけるコミュニティのあり

方に関する研究会」報告書（平成 26年 3月）においても重視されている点である。 

・ 第 9回検討会では、事務当局からコミュニティ条項の削除が提案されており、専門委

員である関係団体からの異論が相次いだ。近時のマンション業界ではマンション内や

地域との交流をはかる環境がある方が、購入者が安心して入居することが多く、住民

によるバーベキューを定期的に実施していることを売り物にしているところもある

という。 

・ これに対して、検討会の安藤至大委員から激しい批判が出された。それによると「最

高裁判例があることを前提とするなら・・・管理組合は、あくまで財産の管理団体だ
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という観点から、その目的に合致するものを明記するという形が望ましい」（会議録

18 頁）とし、特に「気の合った人たちだけでバーベキューをやるというようなこと

にもし管理組合のお金を使っているのであれば、それこそまさに目的外使用であり、

この最高裁の判例とかの考え方からすれば、もう完全に逸脱している」（会議録 21-22

頁）として、管理組合の活動を限定的に理解する。また、座長発言にも、管理組合構

成員が「一般的に町内会に出席する」といった行為が「管理の逸脱」に該当する趣旨

のものが見られる。 

・ 福井座長や安藤委員の発言は、管理組合の目的を明示されたものに限定する立場で、

それがあたかも判例であるかのようにとらえている。これは、八幡製鉄事件最高裁判

決において松田二郎裁判官が述べるところの「権限踰越（ultra vires）の法理」であ

り、これは同裁判官が指摘するように 20世紀に打ち捨てられた理論である。（⇒拙著

第 1章参照） 

・ 平成 27年 10月に国土交通省が示した改正案では、標準管理規約のコミュニティ条項

は削除し、その代わりに、標準管理規約の解説である「マンションの管理の適正化に

関する指針」の「基本的方針」において、良好なコミュニティ形成についての記述が

加えられるとの改正案が示された。しかし、法律論としては、管理組合は財産管理に

権利能力を限定し、政策論としては、「任意性を基準にして」町内会の会議の参加や

バーベキュー大会の開催をすればよいというのである。 

・ しかしながら、そのような「お人好し」に期待する地域コミュニティ政策というのは、

いかにも無責任である（前掲、総務省検討会報告書 28-32 頁）。そうした解釈が当然

のことのように思われるのは、そこに生じる「関係性」を法的に考慮してはならない

という「個人勘定主義」の思考によるものである。 

区分所有法 6条 1項の「共同の利益に反する行為」

として、管理組合の業務の遂行や運営に支障が出

る場合が含まれる余地があると判示した事例 

最判平成24年1月17日判時2142

号 26頁 

管理組合が区分所有者に対する損害賠償請求を

する適格を有すると判示した事例 

宮崎地判平成 24 年 11 月 12 日判

タ 1386号 344頁 

管理組合が区分所有者に対し、専有部分に大量の

ゴミを放置していることを理由に区分所有法 58

条に基づく専有部分の使用禁止と不法行為に基

づく損害賠償請求で請求が一部認容された事例 

東京地判平成 23年 1月 25日（判

例集未登載） 

・ 実際の裁判例では、権利能力なき管理組合に、本来の「目的」に含まれないはずの訴

訟当事者適格が認められる場合が見出される。 

・ 区分所有法上の「団体」という「関係性」から「個人勘定主義」に対して修正を求め

るのであり、それは単に実用的、便宜的とか現実的だからという理由にとどまらず、

憲法上「関係性」に見出される利益・考慮要素が存在し、それが法律以下の下位法令
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の解釈に反映していると見ることができるというべきである。 

・ 資産価値の保全と向上という観点は、管理組合の権利能力にも反映してくると思われ

る。一般に近隣の住民の関係が良好なマンションにおいては、日常の生活トラブルや

建替えにまつわる法的紛争の解決が容易であり、また、防犯・防災における住民協力

も円滑に行われ、そのことがマンションの資産価値を高めると考えられている。そう

した点から、管理組合が訴訟当事者能力を有することを法的に説明しうるのである。

個人勘定主義に基づく法理論は、個人の意思に基づく決定を重視するあまり、財産や

関係性の特質を過小評価しがちになる。 

 

５、関係性が生む思考の「磁場」 

・ 砂川空知太神社訴訟（最大判平成 22年 1月 20日民集 64巻 1号 1頁）で最高裁の多

数意見は、撤去・明渡しを請求しないまでも、政教分離原則違反の状態を解消する方

法がないか、当事者に対して釈明権を行使すべきであったのに、これを怠った違法が

原審にあるというのである。 

・ 近藤崇晴裁判官の補足意見は、「本件のように、裁判所が適切に釈明権を行使しない

ことによって、訴訟当事者ではない氏子（信者）の信教の自由を侵害する危険性を生

ずる場合には、裁判所に釈明権の行使を怠った違法があると解すべき」と述べる。 

・ ここでいう信教の自由は、個人の信仰の自由や宗教活動の自由というよりは、地域の

集会場と不可分の関係にある宗教施設を撤去することにより、氏子集団に不可欠な活

動拠点を失わせるという点において、宗教的結社の自由の保障に主眼が置かれていた

というべきである。 

・ 甲斐中辰夫裁判官ほかの意見は、「本件建物は、もともと地域コミュニティーの融和

を図るために新築されたものであって、実際にも地域住民の親睦活動に利用されてい

ることは明らか」で、日常はそこに設置された祠に参拝する者もおらず、「氏子総代

世話役等の神社運営に携わっている者の中で神道を信仰しているものは皆無である

し、これらの者は、町内会に役員として参加するのと同様な世俗的意味で氏子集団に

参加し、先祖から慣習的に引き継がれている行事に関与しているにすぎず、そこに宗

教的意義，宗教的目的を見いだしている者はいないと」の市の主張を援用する。 

・ 長年にわたって地縁団体と一体として、また、特定の場所から不可分の存在として活

動する氏子集団の宗教的結社としての要素を考慮したことが、最高裁の判決に影響を

与える「磁場」として働いたとみることができる。（⇒拙著 241-243頁） 

・ こうした「場」と人間の関係性という観点からは、集会の自由（憲法 21 条）にも独

自の意義を見出しうる。現在、最高裁に上告中の事件である風営法ダンス営業規制事

件（大阪高判平成 27年 1月 21日（判例集未登載））において、被告人側は「クラブ」

営業に対する表現の自由（憲法 21条）及び営業の自由（憲法 22条）の侵害を憲法上

の争点としている。しかし、私見によれば、これは集会の自由の侵害事例としてとら
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えるべきであると解される。（⇒拙著 243-247頁） 

 

６、総 括 

 以上、関係性の観点から統一的な法理論の構築を試みた。それでは、訴訟の場面におい

て、具体的に結社の自由の解釈にどのような異同が生じるのか簡潔に述べてみたい。 

 まず、結社の自由について、他の人権を集合的に用いるための枠組みとして道具的に把

握するだけではなく、結社に内在する独自の意義を理解することが重要である。また、表

現の自由から独立した人権として位置づけることも必要といえる。特に、裁判の場面にお

いては、法制度の一般的・画一的な適用がもたらす不公正から、個別的な当事者の関係性

に着目して司法的救済をはかる理論としての活用がはかられなければならない。 

 それは、第一に、「消極的結社の自由」により、結社からの離脱が法的権利として認めら

れるとすることがまず考えられる。これを全面的な離脱だけでなく、強制加入団体におけ

る会費納入義務の拒否のような部分的関係性からの離脱として構成して考察することが、

既存の諸判例を整合的に理解する上でも有益である。この点について、現行の学説では法

人の人権として扱っているのであるが、結社の自由の文脈でその関係性を把握した方が適

切なのである（⇒拙著 29頁） 

 第二に、より重要なのは、結社の自由の保障による個人の「価値観の共有」を、他の人

権では代替できない本質的価値として把握し、その関係性を保護することである。結社の

中には、家族や思想団体のように、特定の価値観により人的に結合したものがある。アメ

リカ合衆国連邦最高裁は、1984年の Roberts判決において、そうした結社を憲法的に保障

する枠組みとして、親交の自由（freedom of intimate association）と表現的結社の自由

（freedom of expressive association）の 2類型を示している（⇒拙著 36-40頁）。これらが、

社会関係資本論でいう結束型（bonding）の性質を有することは既に述べた通りであり、個

人的利益にとどまらず、多様な価値観の共存する民主主義の構築という社会的利益をも有

している。 

 第三に、上記の要素を、考察対照となる結社の特質の一要素として加味することである。 

2000年の Boy Scouts of America v. Dale 判決においては、そこでは団体の特質が「表現的

結社」に該当するか考察されると同時に、そうした表現的結社の自由を制限するだけの国

家利益を見出しうるかが争点となった（ただし、2010 年の Christian Legal Society v. 

Martinez 判決は、助成の条件として全入方針を採用するという開かれた結社の組成を増進

し、異なる価値観の結びつきを促進する意味で、現代国家の「関係性の再分配」機能とし

て許容される？）。 

 Cf.倉敷民商事件（広島高岡山支判平成 27 年 12 月 7 日（判例集未登載））→中小企業者

による申告納税の自主勉強会から発展した協同組合において、専従職員が税務申告書類を

作成したことが税理士法 52条に違反するとされた事例。 

以 上 


